
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
一

公

告

○
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

さ
く
ら
貝
株

式
会
社

弘
前
市
大
字
桜
ケ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

訪
問
介
護
訪
問
介
護

さ
く
ら
貝

弘
前
市
大
字
桜
ケ

丘
一
丁
目
八
の
一

三

令
和三･一二･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
更
生
医
療
）
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

は

と

黒
石
市
大
字
浅
瀬
石
字
扇
田
三
七
九

令
和三･一二･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
七
十
五
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
削
る
。

」

青
森
県
報
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青
森
県
信
用
組
合
新
城
支
店

青
森
市
大
字
新
城

第
三
百
八
十
九
号

令
和
三
年

十
一
月
二
十
二
日

（
月
曜
日
）



公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

橋
端

秀
作

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
茶
森
三
の
一

橋
端

秀
作

三
戸
郡
新
郷
村

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
塚
西
四
の
一

下
佐

賢
悦

十
和
田
市

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
西
金
崎
四
五
七
ほ

か
二
筆

大
鹿

憲
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
花
松
林
ノ
根
四
一
の
三

瀬
川

左
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
作
田
七
二
ほ
か
二
筆

瀬
川

左
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
古
屋
敷
七
六
の
一
ほ
か
三

筆

瀬
川

左
一

上
北
郡
七
戸
町

上
北
郡
七
戸
町
字
銀
南
木
五
一
の
四
ほ
か
一

筆

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
沢
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
三
沢
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

三
沢
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
（
三
・
四
・
三
号
中
央
町
金
矢
線
）

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
三
沢
市
建
設
部
都
市
整
備
課

四

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
十
二
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
六
戸
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
六
戸
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
一
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

都
市
計
画
の
種
類

六
戸
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
（
三
・
六
・
一
号
中
央
町
金
矢
線
）

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
六
戸
町
企
画
財
政
課

四

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
十
二
月
六
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
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所
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
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人
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青
森
市
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二
問
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丁
目
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番
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号
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奥
印
刷
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式
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社
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